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新株予約権の取得・消却に関するお知らせ 

 

 

 当行は、本日開催の取締役会において、当行発行の新株予約権（以下、「本新株予約権」

といいます。）について、残存する本新株予約権の全てを無償で取得し、消却することを決

議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

 当行は、株式会社八千代銀行との株式移転計画が平成 26 年 6 月 27 日開催の定時株主総

会及び普通株主による種類株主総会において承認されたことに伴い、平成 26年 5月 2日に

締結した株式会社八千代銀行との経営統合契約書及び会社法第 276 条に基づき、本新株予

約権の全てを無償で取得し、消却いたします。具体的には、当行が、当行新株予約権発行

要領に従い、取得日時点で残存する全ての本新株予約権を取得し、取得した本新株予約権

を全て消却するものです。 

 

１．対象となる新株予約権 

・株式会社東京都民銀行平成 23 年新株予約権、株式会社東京都民銀行平成 24 年新株予約

権及び株式会社東京都民銀行平成 25年新株予約権 

 

２．新株予約権の取得・消却の概要 

 （１）新株予約権の取得日及び消却日       平成 26年 9月 30日 

 （２）取得及び消却する新株予約権の総数     745個 

   （新株予約権の目的である株式数：新株予約権 1個につき普通株式 100株） 

    ただし、上記（１）の期日までに新株予約権者が新株予約権を行使した場合等に

は、当該個数は減少します。 

 （３）新株予約権の取得の対価として支払う価格  0円 

 （４）消却後に残存する個数           0個 

 

以 上 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

東京都民銀行 経営企画部広報室 TEL 03（3505）2155  

会 社 名 株式会社 東京都民銀行 
代 表 者 名 取締役頭取  柿﨑 昭裕 
コード番号 8339  東証第一部 
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 

経営企画部長 石塚 康雄 
（TEL 03－3505－2155） 

 


